【営業所得等の計算方法】
営業所得又は雑所得がある場合は、収入から必要経費を引いて所得を求めることになります。
必要経費がある場合は、収支内訳書に記入して所得を求めてください。

【主な用語の説明】
売上（収入金額）・売上原価について
	売上（収入金額）
	昨年中（令和７年中）の売上（収入）金額を記入します

	期首棚卸高
	昨年１月１日現在の商品などの棚卸高を記入します。

	仕入金額（原価）
	昨年中の商品などの仕入金額を記入します。

	期末棚卸高
	昨年12月31日現在の商品などの棚卸高を記入します。



必要経費について
　必要経費は、事業等における売上（収入）金額を得るためにかかった費用です。
　事業用ではなく家事上の費用については必要経費に含めることができません。
	科　目
	具　体　例

	減価償却費
	建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費
（※詳しくは課税課までお問い合わせください）

	地代家賃
	店舗、工場等の敷地の地代や賃貸料など

	租税公課
	事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金

	水道光熱費
	水道料、電気料、ガス代など

	旅費交通費
	電車代、バス代、タクシー代、宿泊代

	通信費
	電話代、切手代など

	接待交際費
	取引先などを接待する茶菓飲食代
取引先などを旅行、観劇などに招待する費用
取引先などに対する中元、歳暮の費用

	損害保険料
	火災保険料、自動車の損害保険料など

	修繕費
	事業用の店舗、自動車、機械器具備品などの修理代

	消耗品費
	文房具などの事務用品、包装材料、自動車のガソリンなどの購入費用

	雑費
	事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費



専従者控除について
生計を一にしている配偶者やその他の15歳以上の親族が本年中に６か月を超える期間、事業に専ら従事している場合、その事業に従事している親族（事業専従者）１人につき、次の①と②のいずれか少ない方の金額を必要経費にすることができます。
1 860,000円（その事業専従者が配偶者以外の親族である場合は、500,000円）
2 事業所得用の⑧の金額（差引金額⑥－⑦）÷（事業専従者＋１）
（不動産所得用であれば、③の金額になります）
